
不法占用物についての情報提供のお願い（参考法令） 

 

民法 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき

は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者

が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければ

ならない。 

 

（正当防衛及び緊急避難） 

第７２０条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛

するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から

不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 

２ 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合につい

て準用する 

 

道路法 

（道路の占用の許可） 

第３２条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を

使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物

件又は施設で政令で定めるもの 

 

（道路に関する禁止行為） 

第４３条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼ

す虞のある行為をすること。 



第１０２条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

三 第４３条（第９１条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。 

 

（道路管理者等の監督処分） 

第７１条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法

律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定（以下この条及び第７２条の２

第１項において「許可等」という。）を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、

又は行為若しくは工事の中止、道路（連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含

む。以下この項において同じ。）に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該

工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道

路を原状に回復することを命ずることができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して

いる者 

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反して

いる者 

三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を

受けた者 

 


